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　町内各地から選抜された選手の皆さんが、上位入
賞を目指し、たすきをつなぎます。朝日町チームに
町民の皆さまの熱いご声援をよろしくお願いします。

▶期　日　11 月 11 日（日）　午前９時スタート
　

【朝日町チーム選手紹介】

▶町内のコースおよび通過予定時刻
　創遊館前スタート【９：００】→緑町→
　コメリ前十字路右折（国道）→四ノ沢→
　和合（旧道）→旧明鏡橋→栗木沢（国道）→
　秋葉山交遊館前中継所【９：２１】→
　秋葉山周回（大谷小→秋葉亭→真中茶屋前）→
　秋葉山交遊館前中継所【９：３０】→
　大谷→旧わかば保育園前→大江町へ

【各中継所と通過予定時刻】

▶その他
　・競技の実施に伴い、選手を優先的に通行させる
　　ため、交差点等でお待ちいただく場合がありま
　　す。ご協力をお願いします。
　・本大会の全体コース図を西部公民館、創遊館、
　　北部公民館で配布しています。必要な方は窓
　　口にお越しください。

▶問合せ先
　教育文化課 スポーツ振興係　☎６７- ２１１８

 第 65 回 西村山地区駅伝競走大会　11 月 11 日（日）開催

氏　名 出身地区 備　考
鈴木　幸喜 高　田 監　督
鈴木　伸治 沼　向 マネージャー
長岡　輝喜 新　宿 一　般
安藤　茂昭 松　原 一　般
川村　良太 大谷二 一　般
後藤　輝一 太郎三 一　般
志藤　陽平 川　通 一　般
白田　　誠 大谷三 一　般
菅井　拓人 大　町 一　般
鈴木　澪弥 大　隅 一　般
長岡　恵汰 大谷五 一　般
渡辺　悠月 本　町 中学生
佐竹　　柊 宇津野 中学生
鈴木　勝太 大谷三 中学生
阿部　奨悟 大谷五 中学生

区間
距離

（km）
中継所

（各区間のスタート地点）
通過

予定時刻
１ 6.8 朝日町創遊館 ９：００

２ 3.1
秋葉山交遊館前

（U ﾀー ﾝして秋葉山周辺を周回）
９：２１

３ 5.9 秋葉山交遊館前 ９：３０

４ 10.8 大江町中央公民館前 ９：４９

５ 6.1 旧川土居小学校前 １０：２５

６ 8.2 西川町老人福祉センター前 １０：４４

７ 13.6 白岩・松沢石材店前 １１：１０

８ 9.2 河北町コミュニティセンター前 １１：５３

計 63.7 寒河江市市民体育館前（ゴール）１２：２０



【臨時休館日】
① 11 月 5 日（月）体力・運動能力調査
② 11 月 15 日（木）～ 18 日（日）産業まつり
　※ 19（月）の午後６時より通常の開館となり
　　ます。　　　　　　　　　　

▶問合せ先　教育文化課　☎６７- ２１１８

町民体育館臨時休館のお知らせ

● 11 月の土曜診療は 11 月 10 日です。
●循環器外来　11 月２日、９日は休診です。

【診察予定】

「○」：午前９時から診察
　　　（受付：午前 11 時 30 分まで
　　　　　　 循環器外来は午前 11 時まで）

「△」：午後２時から診察
　　　（受付：肝臓外来は午後２時 30 分まで、
　　　　　　  眼科は午後３時 30 分まで）
※都合により変更の場合があります。
※急患の場合はいつでも診察いたします。

▶問合せ先　朝日町立病院　☎６７- ２１２５

町立病院診察のお知らせ

月　日 内科 循環器 肝臓 糖尿 外科 眼科 整形
外科

11/ １（木） ○ △ ○
11/ ２（金） ○ 休診
11/ ３（土）
11/ ４（日）
11/ ５（月） ○ △ △ ○
11/ ６（火） ○ ○ ○
11/ ７（水） ○
11/ ８（木） ○ △
11/ ９（金） ○ 休診
11/10（土） ○
11/11（日）
11/12（月） ○ △ △ ○
11/13（火） ○ ○ ○
11/14（水） ○
11/15（木） ○ △ ○
11/16（金） ○ ○
11/17（土）
11/18（日）

　特別整理期間（蔵書点検）の為、11 月 12 日（月）から 19 日（月）まで臨時休館と
なります。11 月 20 日（火）から通常開館いたしますので、ぜひご利用下さい。

▶問合せ先　朝日町立図書館　６７- ２１１８（内線５２３）

町立図書館臨時休館の
お知らせ

　社会福祉士が介護に関する心配や悩みなどの解
決が難しい事等に対する相談を行います。お気軽
にご相談ください。

▶日　時　11 月８日（木）、22 日（木）
　　　　　午前 10 時～正午
▶場　所　開発センター１階 すこやかルーム

▶問合せ先　健康福祉課 地域包括支援センター
　　　　　　☎６７- ２１５６

高齢者福祉総合相談

　「障害年金」は、病気やけがによって生活や仕事等
が制限される場合、受け取ることができる年金です。

●「障害基礎年金」「障害厚生年金」の２種類があります
　病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診
　療を受けた際（※初診日）において‥‥

・国民年金に加入していた方 → 障害基礎年金
・厚生年金に加入していた方 → 障害厚生年金
※障害厚生年金に該当する状態より、軽い障害が残った場
　合は、障害手当金（一時金）を受け取れる制度があります。

（※初診日）請求手続きを進めるうえで最初に確認します。
　請求できる資格があるか、年金の額にも関係する要件を
　満たしているかを判断する重要な日付となります。

●「障害年金」を受け取るためには‥‥
　公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満
　たして、かつ、障害の状態が法令で定める基準
　に該当する方です。また、初診日が 20 歳または
　60 歳から 65 歳までの年金未加入期間中の方は、
　「障害基礎年金」の対象となります。

【ご注意ください！】
　「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金
　保険障害等級」は、判断基準が異なるため、障害
　者手帳の交付を受けても障害年金は受け取れない
　場合があります。詳しくは下記へご相談ください。

▶問合せ先
　寒河江年金事務所
　☎８４- ２５５１（自動音声案内「５」）
　ねんきんダイヤル　☎０５７０- ０５- １１６５
　税務町民課 町民係　☎６７- ２１１９

もしもの時の「障害年金」
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　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国
一斉に情報伝達訓練が実施されます。防災行政無線
から一斉に試験放送が流れますので、災害と間違わ
ないようにお願いいたします。

▶放送日時
　11 月 21 日（水）午前 11 時頃
▶放送内容
　上りチャイム音
　「これは、Ｊアラートのテストです」×３
　「こちらは防災朝日です」
　下りチャイム音

▶問合せ先
　総務課 防災係　☎６７- ２１１１

　死亡届を提出する際は、本籍・住所等（※）す
べて記入して、提出くださるようお願いします。
　なお、住所・氏名は、健康保険証などに記載さ
れているとおり、楷書でていねいにご記入ください。
また、火葬許可申請のため、届出人欄に押した印鑑
と死亡者の健康保険証をお持ちください。

（※）本籍と住所の違いをご存じですか？
　「本籍」は、住民票（本籍記載あり）で確認できます。
　「本籍」＝戸籍をおいているところ
　「住所」＝住民登録しているところ
　「戸籍」＝出生から死亡までの身分関係を証明するもの
　「住民票」＝住所、世帯等の居住関係を証明するもの

▶問合せ先
　税務町民課 町民係　☎６７- ２１１９

11 月 21日（水） 全国一斉情報伝達試験 「死亡届」提出の際のお願い



▶採用予定人員　１人
▶職務内容
　①当町の交流観光情報の収集と発信
　②当町の交流観光資源の調査と観光ソフトの開発
　③インバウンド観光業務
▶雇用期間
　2019 年１月４日～ 2021 年３月 31 日
　※勤務状況を勘案し、任期の更新があります
▶勤務時間等
　土・日曜日および祝日を含む週５日勤務で、１日
　の勤務時間は午前８時 45 分～午後５時 30 分ま
　で（必要に応じて変更する場合があります）。
▶休日等
　原則年間 105 日。
　（年末年始：12 月 29 日～１月３日は休日）
▶賃　金　町規定による
▶応募資格
　①朝日町に居住または通勤可能な方

　②観光業・旅行業等観光業務経験のある方
　③高校卒業以上の学歴がある方
　④パソコンの基本操作ができる方（ワード、エク
　　セル、インターネット等）
　⑤普通自動車免許資格がある方。
▶申込方法
　採用試験申込書および「志望の動機と朝日町の
　交流観光」をテーマとした1,600 字程度の小論文、
　履歴書（市販）を 11 月 22 日（木）まで役場総
　合産業課に提出してください。
▶選考方法
　書類審査（１次選考）と面接（２次選考）
▶そ の 他
　募集要項および採用試験申込書は朝日町役場総
　合産業課に設置しています。また、町ホームペー
　ジでもダウンロードできます。

▶申込み・問合せ先　総合産業課　☎６７- ２１１３

平成 31 年１月採用 朝日町総合交流推進員（町観光協会勤務）募集

　現代の農業経営は、自然災害だけではなく、多くの
リスクにさらされています。
　「収入保険」は、すべての農産物の販売収入を補償
する今までにない新しい保険です。ご加入を検討され
ている方は、お早めの手続きをお願いします。

▶加入申請締切　１１月30日（金）まで

▶問合わせ先
　山形県農業共済組合 収入保険推進課
　☎０２３-６６５-４７００

「農業共済」平成 31 年分収入保険の加入申請が間もなく締切です！

○全国統一防火標語
　忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認

○住宅防火「いのちを守る７つのポイント」
　【３つの習慣】
　寝たばこは絶対しない、ストーブは燃えやすい
　ものから離れた位置で使用する、ガスコンロ等
　のそばを離れるときは必ず火を消す
　【４つの対策】
　住宅用火災警報器を設置する、寝具・衣類・カー
　テンは、なるべく防炎品を使用する、住宅用消
　火器等を設置する、隣近所の協力体制をつくる

○すべての住宅に住宅用火災警報器の設置を！
　平成 23 年６月１日から、すべての住宅に住宅用
　火災警報器の設置が義務づけられています。
　西村山管内の設置率は未だ約７割と、完全ではあ
　りません。大切な家族の命を守るため、住宅用火
　災警報器の正しい設置をお願いします。

▶問合せ先
　西村山広域行政事務組合
　消防本部 予防課
　☎８６- ２５９５

11 月９日（金）～ 15 日（木）実施　全国一斉 秋季火災予防運動


